


2

コミュニケーションをとることが

解決の第一歩になるかもしれません。

ハラスメントとは

熊本大学ハラスメント
防止宣言

ハラスメント相談・対
応フロー図

熊本大学セクシュアル
・ハラスメントの

防止等に関するガイド
ライン

ハラスメントの例示

熊本大学ハラスメント

（セクシュアル・ハラ
スメントを除く）の

防止等に関するガイド
ライン

ハラスメントの例示
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　ハラスメントは、人間の尊厳を否定し、人格、教育を受ける
権利、働く権利等さまざまな人権を侵害するものです。熊本
大学は、ハラスメントの予防とその啓発に努め、ハラスメントの
ない良好な修学・就労環境を形成・維持することを目指します。

職員は、いかなるハラスメント及び人権侵害も行ってはならず、
常にこれらの防止に努めなければならない。（職員就業規則第35条）

熊本大学は、ハラスメントを許さないという基本姿勢に立って、ハラスメントの防止とその意識の啓発に努め、
ハラスメントのない良好な修学・就労・教育及び研究の環境を形成・維持することを目指します。

学長は、ハラスメントに関する啓発と防止に努め、必要な研修を行うなど、熊本大学をハラスメントのない
環境にする責任を負うものとします。
また、部局におけるハラスメントに関する啓発と防止の責任は、部局長等及び部局教授会等がこれを負うもの
とします。　　　

ハラスメント被害の申立てがあった場合、ハラスメントを受けた者を保護・救済します。
また、同様の行為が繰り返されないように改善策を講じます。

学生に対して行われる教育・研究上の指導が、必要かつ適切な範囲を逸脱して行われ、学生へのハラスメント
被害が懸念される場合は、当該学生の要望を踏まえ、指導教員等の変更や履修科目の代替などの措置をとり、
修学環境の改善策を講じます。
また、教職員への深刻なハラスメント被害が懸念される場合は、教育研究環境や就業環境の改善策を講じます。

ハラスメントを行ったことが認定されたときは、その者に対して、自覚を促すとともに、熊本大学の規定に則り
厳正に対処します。
また、ハラスメントを行った者から、ハラスメントを受けた者への報復行為や、ハラスメント調査に協力した者へ
の嫌がらせや脅迫行為が行われないよう適切な措置を講じます。

ハラスメントは、修学・就労・教育又は研究に関する権利利益を不当に侵害し、人としての尊厳を傷つけるものです。
熊本大学は、強い覚悟を持って、ハラスメントの防止と解決に取り組んでいくことをここに宣言します。

熊本大学ハラスメント防止宣言
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ハラスメントのない環境をつくっていくために

学内外を問わず、相手方を不快にする性的な性質の言動によって相手方の人格や尊厳を傷つけ、修学、就労、教育又は
研究の環境を害すること及び相手方の望まない性的な要求への服従又は拒否によって、修学、就労、教育又は研究を
行う上で一定の利益又は不利益を与えることであって、職員、学生等が加害者又は被害者である場合を言います。

（1）妊娠、出産、不妊治療、育児休業又は介護休業等を理由とするハラスメント
妊娠、出産又は不妊治療を理由とする制度の利用又は状態に関する言動及び育児休業、介護休業その他の子の養育
又は家族の介護を理由とする制度の利用に関する言動により、職員の就業環境を不当に阻害することを言います。

（2）アカデミック・ハラスメント、パワー・ハラスメント等
優越的な関係を背景とした言動その他不適切な言動であって、必要かつ相当な範囲を超えたものにより、学生又は
職員の修学、就労、教育又は研究環境を不当に阻害することを言います。

　ハラスメントは、気付かないうちに行っている場合があります。常々、自己の言動に心がけましょう。ハラスメント
防止のために何より大切なことは、一人ひとりが意識をもって、この問題に向き合うことです。ハラスメントと思われる
言動を見聞きした場合は、ハラスメントにあたる可能性を知らせ、被害の拡大を防止しましょう。被害を受けている
人を見たときは、相談相手になり、相談窓口へ行くように勧めたり、同行するようにしましょう。

Ⅰ   セクシュアル・ハラスメント

Ⅱ   セクシュアル・ハラスメントを除くハラスメント



4

1

2

7

9

8 8
9

9 9

9

3

6

10 10

5
4

相談

事案の報告（相談者の了解のもと）

審議結果の報告

救済又は環境
の改善措置等
について通知

措置内容の通知

必要な措置を講じ
学長へ報告

改善措置を講じ
学長へ報告

対応について審議

セクハラの事実認定、被害の救済及び対応について審議

調査委員会の設置

調査結果の報告
防止委員会委員長

相談員

相談者（訴え者）

学　　長

調査委員会

セクシュアル・ハラスメント
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セクシュアル・ハラスメントの場合

熊本大学　ハラスメント相談

　熊本大学では、ハラスメント相談に対応するため、相談窓口を設置
しています。相談窓口では、ハラスメント相談員が相談に応じます。

相談者は、相談員に相談する。

相談員は、相談者の了解を得て、相談内容を防止委員会委員長（以下、
「委員長」という）に報告する。

委員長は、相談員から報告を受けた相談内容について防止委員会に諮る。

委員長は、防止委員会の審議結果に基づき、防止委員会の下に調査委
員会を設置する。

調査委員会は、事実関係を調査し、２か月以内に調査結果をまとめ、
これを委員長に報告する。ただし、２か月以内に調査が完了しない場
合において、やむを得ない事由があるときは相当期間調査期間を延長
する。

委員長は、調査委員会から報告された調査結果を防止委員会に諮り、
防止委員会は、セクシュアル・ハラスメントの事実認定、被害の救済
及び対応について審議する。

委員長は、防止委員会の審議結果を学長に報告する。

学長は、委員長からの報告に基づき、必要に応じセクシュアル・ハラ
スメントからの救済又は環境の改善措置等について被訴え者及び訴
え者の所属する部局の長（事務組織の各部等にあっては、総務部長と
する。以下同じ。）に通知する。

被訴え者の所属する部局の長は、すみやかに改善措置を講じ、学長に
報告するとともに、委員長及び訴え者の所属する部局の長に対し措置
内容を通知する。
また、訴え者の所属する部局の長は、必要な措置を講じ、学長に報告
するとともに、委員長に対し措置内容を通知する。

防止委員会委員長は、措置内容を訴え者及び被訴え者に説明する。

9

10

8

1 7

2

3

4

5

6

ハラスメント相談・対応フロー図
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相談員

ハラスメントの事実認定、改善策等について審議

（１）相談員から人権委員会委員長へ報告する場合

相談

事案の報告（相談者の了解のもと）

人権委員会委員長

相談事案検討ワーキンググループ

相談者（訴え者）

学 長

調査委員会

部局長等から報告
された結果を附議

事案の附議
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調査結果の報告

調査委員会の設置

⑥における審議の結果、問題が解決されたと認められた
場合には⑦へ進みます（対応終結）。問題が解決された
と認められない場合には⑨～⑬の流れに進みます。

セクシュアル・ハラスメントを除くハラスメントの場合

●相談窓口に直接行くことができない場合は、電話やファックス、メールなどを使って相談することもできます。
（匿名も可。ただし、匿名の場合は対処が難しくなることがあります。）
●相談窓口に相談に行く際、第三者に同行してもらうこともできます。
●相談者のプライバシー及び相談内容の秘密は守られます。
●ハラスメントの相談をしたことを理由に、不利益な取扱いをされることはありません。
●相談窓口での相談の結果、セクシュアル・ハラスメント防止委員会委員長または人権委員会委員長にハラスメント
の申し立てを行う場合は、実名で申立てていただくこととなります。

相談者は、相談員に相談する。

相談員は、相談者の了解を得て、人権委員会委員長（以下、「委員長」
という）に報告する。

委員長は、相談員から報告を受けたときは、相談事案検討ワーキング
グループ（以下、「WG」という）に諮る。

委員長は、相談内容に関連する部局長等に、苦情相談内容に係る事実
の確認及び問題の解決のために必要な措置を要請する。
※ただし、苦情相談が部局長等の言動に関するものである場合その他
WGが必要と認める場合は、人権委員会において対応を検討すること
になります。

部局長等は、苦情相談に係る事実の確認及び問題の解決に努め、原則
として２か月以内にその結果を委員長へ報告する。ただし、やむを得
ない事由があるときは、相当期間その期間を延長する。

委員長は、部局長等から報告された結果をWGに諮り、問題の措置結
果について審議する。

審議の結果、　問題が解決されたと認められた場合

委員長は、審議結果を学長に報告し、審議結果に基づき、学長及び関
連部局長等と改善策を協議する。

委員長は、その結果を訴え者及び被訴え者に説明する。

　審議の結果、　問題が解決されたと認められない場合

委員長は、苦情相談内容の事実調査を行うため、調査委員会を設置する。

調査委員会は、事実関係を調査し、２か月以内に調査結果をまとめ、
委員長に報告するものとする。ただし、やむを得ない事由があるとき
は、調査期間を延長する。

委員長は、調査委員会から報告を受けたときは、人権委員会に諮り、
改善策等について審議する。

委員長は、審議結果を学長に報告し、審議結果に基づき、学長及び関連
部局長等と改善策を協議する。

委員長は、その結果を訴え者及び被訴え者に説明する。
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相談員にご相談ください。

他人事として見過ごさず、

声をかけて助けてあげましょう！

（２）相談員から部局長等へ報告する場合

ハラスメントの事実認定、
改善策等について審議

相談

調査結果の報告

調査委員会の設置
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⑤における審議の結果、問題が解決されたと認められた
場合には⑥へ進みます（対応終結）。問題が解決された
と認められない場合には⑧～⑫の流れに進みます。

ハラスメント被害を目撃したら…ハラスメントを受けたと感じたら…

セクシュアル・ハラスメントを除くハラスメントの場合

相談者は、相談員に相談する。

相談員は、相談者の了解を得て、苦情相談の内容に関連する部局長等
に報告する。

部局長等は、相談員から報告を受けたときは、人権委員会委員長（以下、
「委員長」という）にその旨を速やかに報告する。

部局長等は、苦情相談に係る事実の確認及び問題の解決に努め、原則
として2か月以内にその結果を委員長へ報告する。ただし、やむを得
ない事由があるときは、相当期間その期間を延長する。

委員長は、部局長等から報告された結果をWGに諮り、問題の措置結
果について審議する。

審議の結果、　問題が解決されたと認められた場合

委員長は、審議結果を学長に報告し、審議結果に基づき、学長及び関連
部局長等と改善策を協議する。

委員長は、その結果を訴え者及び被訴え者に説明する。

　審議の結果、　問題が解決されたと認められない場合

委員長は、苦情相談内容の事実調査を行うため、調査委員会を設置する。

調査委員会は、事実関係を調査し、２か月以内に調査結果をまとめ、
委員長に報告するものとする。ただし、やむを得ない事由があるときは、
調査期間を延長する。

委員長は、調査委員会から報告を受けたときは、人権委員会に諮り、
改善策等について審議する。

委員長は、審議結果を学長に報告し、審議結果に基づき、学長及び関連
部局長等と改善策を協議する。

委員長は、その結果を訴え者及び被訴え者に説明する。
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セクシュアル・ハラスメントの例
セクシュアル・ハラスメントとは、相手を不快にさせる性的な言
動をいいます。セクシュアル・ハラスメントに当たるかどうかは、
受け手が不快に感じるかどうかによって決まります。

（１）性的な関心や要求に基づくもの
・身体を執拗に眺め回す。
・ 身体に不必要に接触する。
・ スリーサイズを聞くなど身体的特徴を話題にする。
・ 体調が悪そうな女性に「今日は生理日か」、「もう更年期
か」等と言う。

・ 性的な経験や性生活について質問する。
・ 性的な噂を立てたり、性的なからかいの対象とする。
・ 性的な内容の電話をかけたり、性的な内容の手紙、Eメー
ルを送りつける。

・ 聞くに堪えない卑猥な冗談を言う。
・ 雑誌等の卑猥な写真・記事等をわざと見せたり、読んだ
りする。

・ パソコンの画面に卑猥な画像を表示する。
・ 食事やデートにしつこく誘う。
・ 不必要に個人指導を行う。
・ 性的な関係を強要する。
・ 出張への同行を強要したり、出張先で不必要に自室に呼ぶ。
・ 自宅までの送迎を強要する。
・ 住居等までつけ回す。

（２）性別により差別しようとする意識等に基づくもの
・「男のくせに根性がない」、「女には仕事を任せられない」
等と言う。

・ 成人に対して「男の子、女の子」、「坊や、僕、お嬢さん」、「お
じさん、おばさん」等と人格を認めないような呼び方をする。

・ カラオケでデュエットを強要する。
・ 女性であるというだけでお茶くみ、掃除、補助的作業、
私用等を強要する。

・ 女性であるというだけの理由で仕事や研究上の実績等を
不当に低く評価する。

・ 酒の席で、指導教員、上司等のそばに座席を指定したり、
お酌やチークダンスを強要する。

（３）性的指向若しくは性自認に関する偏見関係
ＬＧＢＴとは、レズビアン、ゲイ、バイセクシュアル及びトラン
スジェンダーの頭文字を取ったものでセクシュアルマイノリ
ティ（「性的少数者」ともいわれます。）を表す総称として使
用されている表現です。
このようなＬＧＢＴの構成員への偏見等の言動についてもセ
クシュアル・ハラスメントとなります。
・ＬＧＢＴの存在を否定する言動。
例「（ＬＧＢＴは）この職場にはまさか居ないよな」

・ＬＧＢＴに対する侮蔑，差別意識及び嫌悪感を含む言動。
例「（ＬＧＢＴのタレントの名前をあげて）あいつキモいよな」

・主としてゲイ、トランスジェンダーに対する侮蔑表現、嫌
悪感等を含む言動。
例「（仕草が女性っぽい男性職員に、手を頬に当てて）お
前こっちか、あいつは ゲイじゃないか、オネェっぽい、
ホモ、オカマ」

・ＬＧＢＴであることは本人の嗜好の問題ではなく、性的
指向・性自認の問題であるが、そのことを理解せず、かつ
ＬＧＢＴであることの人格利益を否定する言動。

・男性・女性という２つの性分類を前提としていたり、好き
になる相手が異性であることを前提とするなど、性の多様
性への配慮に欠ける不適切な言動。
例「（ＬＧＢＴであることをカミングアウトした当事者に対
して）こちらに迷惑を掛けないで」

・法律上の結婚が認められないカップルもいることへの配慮
に欠ける不適切な言動。
例「早く結婚しないのか」

ハラスメントの例示

Ⅰ セクシュアル・ハラスメント

以下に例示されていない言動であってもハラスメント行為に当たる場合があります。

気軽な気持ちからの言動が

相手を不快にさせることがあります。

自分でも気付かないうちに

誰もが被害者にも加害者にもなりうるのです！
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１. アカデミック・ハラスメントの例
主に教員から学生に対して行われる教育・研究上の指導が、必
要かつ適切な範囲を逸脱して行われた場合にはハラスメントと
判断される可能性があります。実験上の安全性を確保するため
の厳重注意や指導など、正当な理由がある場合には、ハラスメ
ントにはあたりません。

（１）学生の身分に関わる言動
①卒業・修了・進級の妨害
・不当に単位を与えない。
②就職・進学の妨害
③ゼミや研究室など配属の一方的強要

（２）教育研究の指導に関わる言動
①本人の希望に反する学習・研究計画の強要
②研究テーマの一方的押しつけ
③研究成果の搾取
・研究に大きな貢献をした学生を著者にしない。
・学生が出したアイデアを自分のものとして論文を書く。
④指導義務の放棄、指導上の差別
・必要な研究指導やアドバイスをしない。
・第三者に実験手法を教えてもらうことを禁止する。
・研究に関して第三者と相談することを一切禁止する。
⑤学習・研究活動妨害
・正当な理由なく文献・図書や機器類を使わせない。
・正当な理由なく研究室への立ち入りを禁止する。
・正当な理由なく一個人にのみ清掃や片付け作業をさせる。
⑥不適切な環境下での指導の強制
・必要のない深夜や休日の指導、徹夜実験や休日の実験を
強要する。

・正当な理由なく演習やセミナーの時間を異常に長くする。
⑦服装等の強要
・正当な理由なく学生の望まない服装や振る舞いを要求する。

（３）精神的虐待・誹謗中傷、差別等
①精神的虐待・誹謗中傷
・学生を傷つける言動を行う。
・虚偽のうわさを流す。
・誹謗・中傷する内容の文書を配る。
②差別
・特定の学生、留学生、聴講生などを差別する。
・人格を無視するようなニックネームを付ける。

（４）暴力行為、不正行為の強要等
①暴力行為
・精神的・身体的暴力をふるう（酒席を含む）。
②不正行為・不法行為の強要
・研究データの捏造・改竄、研究費の不正使用等を強いる。

（５）プライバシーの侵害
・プライベートなことを必要以上に知ろうとする。
・プライベートなことに介入しようとする。

2. パワー・ハラスメントの例
職員に対して行われる業務上の指示等が、必要かつ適切な範囲
を逸脱して行われた場合には、ハラスメントと判断される可能性
があります。正当な理由がある場合には、業務上の指示等がハ
ラスメントにあたることはありません。

（１）職員の身分に関わる言動
①異動の強要など
・正当な理由なく他の職場への異動や転職・退職を強要する。
・結婚と職場との二者択一を迫る。
・退職せざるを得ない状況に追い込む。

（２）業務遂行に関わる言動
①人格否定・精神的虐待・誹謗中傷
・些細なミスについて、しつこく問いつめる。
・人前で、激しく叱責する。

・人格や尊厳を傷つける言動を行う。
・虚偽の噂を流す。
・誹謗・中傷する内容の文書を配る。
②一方的な強制
・意見の異なる者を許さない。また、その意見を頭から否
定する。

・自己の経験則に従うことを強制する。
・自己の責任を部下に転嫁する。
・外部者から苦情を付けられた職員に対し、非が無いにも
かかわらず謝罪を強要する。

・正当な理由なく研究室・実験室等の移動を強要する。
・深夜・休日業務を強要する。
③不正・不法行為の強要
・帳簿、報告書の捏造・改竄を強制する。
・無資格者に業務を行わせる。
④差別的行為
ａ 仕事上の差別
・研究活動を妨害する。
・正当な理由なく文献・図書や機器類を使わせない。
・正当な理由なく研究室への立ち入りを禁止する。
・正当な理由なく研究室、実験室等の使用を制限する。
・正当な理由なく一個人にのみ研究経費の使用を制限する。
・正当な理由なく一個人にのみ仕事の負担をかける。
・正当な理由なく仕事を与えない。
・仕事に必要な情報を提供しない。
・適正な指示なく不必要に資料の作成を求める。
・学生に研究指導をすることを禁止する。
・研究に関して第三者と相談することを一切禁止する。
・正当な理由なく診療行為をさせない。
ｂ 組織的な差別
・口をきかない。
・仕事のやり方を聞いても、教えない。
・グループに加えない。
⑤研究成果の搾取
・研究に大きな貢献をした職員を著者にしない。
・他人が出したアイデアを自分のものとして論文を書く。

（３）暴力行為
・精神的・身体的暴力をふるう（酒席を含む）。

（４）プライバシーの侵害
・プライベートなことを必要以上に知ろうとする。
・プライベートなことに介入しようとする。

（５）権力又は地位の濫用
「権力又は地位の濫用」とは、上司が職務権限を使って、職
務とは関係のないことについて又は職務上のことであっても
適正な範囲を逸脱して、部下に有形無形の圧力を加えるこ
とをいいます。
・職務上の地位などをかさに着て人格を否定するような暴
言を吐く。

・職場内で部下を孤立させる。
・過度な仕事量を強要するなど部下の健康を危険にさらす。
・同僚の前で罵声を浴びせるなど言葉の暴力や実際に暴力
をふるう。

・職務上の地位を利用して部下を脅迫する。
・部下の信用を傷つけるような言動をする。
・勤務時間外の宴会等への出席等を強要する。
・業務を口実にして、プライベートにつきあうことを強要する。
・送り迎えを強要する。

３. 妊娠、出産、不妊治療、育児休業又は　　　
介護休業等を理由とするハラスメントの例
妊娠、出産又は不妊治療を理由とする制度の利用又は状態に関
する言動及び育児休業、介護休業その他の子の養育又は家族の
介護を理由とする制度の利用に関する言動により、職員の就業
環境を不当に阻害した場合には、ハラスメントと判断される可能
性があります。

（１）事業主からの不利益取扱い（法律で禁止されています）
・「産休・育休は認めない」と言われた。
・妊娠を報告したら「退職してもらう」と言われた。
・妊娠を伝えたら「次の契約更新はしない」と言われた。
・切迫流産で入院したら「もうこなくていいから退職届を
書け」と言われた。

・正職員なのに、妊娠したら「パートになれ」と言われた。
（２）上司・同僚からのハラスメント（法律に基づき防止措置を講

じなければなりません）
・上司に妊娠を報告したら「他の人を雇うので早めに辞めて
もらうしかない」と言われた。

・育児短時間勤務をしていたら同僚から｢あなたが早く帰る
せいで、まわりは迷惑している｣と何度も言われ、精神的
に非常に苦痛を感じている。

・妊婦健診のために休暇を取得したいと上司に相談したら
「病院は休みの日に行くものだ」と相手にしてもらえな
かった。

・上司から「次の昇格はないと思う」と言われた。
・同僚から「自分は（介護休暇）を利用しないで介護する。
あなたもそうするべき」と言われた。

・同僚から「あなたばかり座って仕事をしてずるい」と言わ
れた。

・同僚から「男のくせに育休取るなんてありえない」と言わ
れた。

・先輩から「就職したばかりのくせに妊娠して、産休・育休
をとろうなんて図々しい」と言われた。

ハラスメントの例示

以下に例示されていない言動であってもハラスメント行為に当たる場合があります。

気軽な気持ちからの言動が

相手を不快にさせることがあります。

自分でも気付かないうちに

誰もが被害者にも加害者にもなりうるのです！

Ⅱ セクシュアル・ハラスメントを除くハラスメント
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１. アカデミック・ハラスメントの例
主に教員から学生に対して行われる教育・研究上の指導が、必
要かつ適切な範囲を逸脱して行われた場合にはハラスメントと
判断される可能性があります。実験上の安全性を確保するため
の厳重注意や指導など、正当な理由がある場合には、ハラスメ
ントにはあたりません。

（１）学生の身分に関わる言動
①卒業・修了・進級の妨害
・不当に単位を与えない。
②就職・進学の妨害
③ゼミや研究室など配属の一方的強要

（２）教育研究の指導に関わる言動
①本人の希望に反する学習・研究計画の強要
②研究テーマの一方的押しつけ
③研究成果の搾取
・研究に大きな貢献をした学生を著者にしない。
・学生が出したアイデアを自分のものとして論文を書く。
④指導義務の放棄、指導上の差別
・必要な研究指導やアドバイスをしない。
・第三者に実験手法を教えてもらうことを禁止する。
・研究に関して第三者と相談することを一切禁止する。
⑤学習・研究活動妨害
・正当な理由なく文献・図書や機器類を使わせない。
・正当な理由なく研究室への立ち入りを禁止する。
・正当な理由なく一個人にのみ清掃や片付け作業をさせる。
⑥不適切な環境下での指導の強制
・必要のない深夜や休日の指導、徹夜実験や休日の実験を
強要する。

・正当な理由なく演習やセミナーの時間を異常に長くする。
⑦服装等の強要
・正当な理由なく学生の望まない服装や振る舞いを要求する。

（３）精神的虐待・誹謗中傷、差別等
①精神的虐待・誹謗中傷
・学生を傷つける言動を行う。
・虚偽のうわさを流す。
・誹謗・中傷する内容の文書を配る。
②差別
・特定の学生、留学生、聴講生などを差別する。
・人格を無視するようなニックネームを付ける。

（４）暴力行為、不正行為の強要等
①暴力行為
・精神的・身体的暴力をふるう（酒席を含む）。
②不正行為・不法行為の強要
・研究データの捏造・改竄、研究費の不正使用等を強いる。

（５）プライバシーの侵害
・プライベートなことを必要以上に知ろうとする。
・プライベートなことに介入しようとする。

2. パワー・ハラスメントの例
職員に対して行われる業務上の指示等が、必要かつ適切な範囲
を逸脱して行われた場合には、ハラスメントと判断される可能性
があります。正当な理由がある場合には、業務上の指示等がハ
ラスメントにあたることはありません。

（１）職員の身分に関わる言動
①異動の強要など
・正当な理由なく他の職場への異動や転職・退職を強要する。
・結婚と職場との二者択一を迫る。
・退職せざるを得ない状況に追い込む。

（２）業務遂行に関わる言動
①人格否定・精神的虐待・誹謗中傷
・些細なミスについて、しつこく問いつめる。
・人前で、激しく叱責する。

・人格や尊厳を傷つける言動を行う。
・虚偽の噂を流す。
・誹謗・中傷する内容の文書を配る。
②一方的な強制
・意見の異なる者を許さない。また、その意見を頭から否
定する。

・自己の経験則に従うことを強制する。
・自己の責任を部下に転嫁する。
・外部者から苦情を付けられた職員に対し、非が無いにも
かかわらず謝罪を強要する。

・正当な理由なく研究室・実験室等の移動を強要する。
・深夜・休日業務を強要する。
③不正・不法行為の強要
・帳簿、報告書の捏造・改竄を強制する。
・無資格者に業務を行わせる。
④差別的行為
ａ 仕事上の差別
・研究活動を妨害する。
・正当な理由なく文献・図書や機器類を使わせない。
・正当な理由なく研究室への立ち入りを禁止する。
・正当な理由なく研究室、実験室等の使用を制限する。
・正当な理由なく一個人にのみ研究経費の使用を制限する。
・正当な理由なく一個人にのみ仕事の負担をかける。
・正当な理由なく仕事を与えない。
・仕事に必要な情報を提供しない。
・適正な指示なく不必要に資料の作成を求める。
・学生に研究指導をすることを禁止する。
・研究に関して第三者と相談することを一切禁止する。
・正当な理由なく診療行為をさせない。
ｂ 組織的な差別
・口をきかない。
・仕事のやり方を聞いても、教えない。
・グループに加えない。
⑤研究成果の搾取
・研究に大きな貢献をした職員を著者にしない。
・他人が出したアイデアを自分のものとして論文を書く。

（３）暴力行為
・精神的・身体的暴力をふるう（酒席を含む）。

（４）プライバシーの侵害
・プライベートなことを必要以上に知ろうとする。
・プライベートなことに介入しようとする。

（５）権力又は地位の濫用
「権力又は地位の濫用」とは、上司が職務権限を使って、職
務とは関係のないことについて又は職務上のことであっても
適正な範囲を逸脱して、部下に有形無形の圧力を加えるこ
とをいいます。
・職務上の地位などをかさに着て人格を否定するような暴
言を吐く。

・職場内で部下を孤立させる。
・過度な仕事量を強要するなど部下の健康を危険にさらす。
・同僚の前で罵声を浴びせるなど言葉の暴力や実際に暴力
をふるう。

・職務上の地位を利用して部下を脅迫する。
・部下の信用を傷つけるような言動をする。
・勤務時間外の宴会等への出席等を強要する。
・業務を口実にして、プライベートにつきあうことを強要する。
・送り迎えを強要する。

３. 妊娠、出産、不妊治療、育児休業又は　　　
介護休業等を理由とするハラスメントの例
妊娠、出産又は不妊治療を理由とする制度の利用又は状態に関
する言動及び育児休業、介護休業その他の子の養育又は家族の
介護を理由とする制度の利用に関する言動により、職員の就業
環境を不当に阻害した場合には、ハラスメントと判断される可能
性があります。

（１）事業主からの不利益取扱い（法律で禁止されています）
・「産休・育休は認めない」と言われた。
・妊娠を報告したら「退職してもらう」と言われた。
・妊娠を伝えたら「次の契約更新はしない」と言われた。
・切迫流産で入院したら「もうこなくていいから退職届を
書け」と言われた。

・正職員なのに、妊娠したら「パートになれ」と言われた。
（２）上司・同僚からのハラスメント（法律に基づき防止措置を講

じなければなりません）
・上司に妊娠を報告したら「他の人を雇うので早めに辞めて
もらうしかない」と言われた。

・育児短時間勤務をしていたら同僚から｢あなたが早く帰る
せいで、まわりは迷惑している｣と何度も言われ、精神的
に非常に苦痛を感じている。

・妊婦健診のために休暇を取得したいと上司に相談したら
「病院は休みの日に行くものだ」と相手にしてもらえな
かった。

・上司から「次の昇格はないと思う」と言われた。
・同僚から「自分は（介護休暇）を利用しないで介護する。
あなたもそうするべき」と言われた。

・同僚から「あなたばかり座って仕事をしてずるい」と言わ
れた。

・同僚から「男のくせに育休取るなんてありえない」と言わ
れた。

・先輩から「就職したばかりのくせに妊娠して、産休・育休
をとろうなんて図々しい」と言われた。




